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お 知 ら せ
i n f o r m a t i o n

個 人 事 業 税 納 期 の お 知 ら せ

個人事業税とは、事業を営んでいる個人に課税さ

れる県の税金です。

今年度の第１期分の納期限は８月31日㊍です。県

中地方振興局から送付される納税通知書により、納

期限までに最寄りの金融機関で納めてください。

なお個人事業税は口座振替による納付も可能です。

ご利用になりたい方は県中地方振興局県税部までお

問い合わせください。ただし今回新たに口座振替を

申し込みされた場合は、第２期分（11月30日納期限）

からの取り扱いとなりますのでご注意ください。

問県中地方振興局県税部課税第一課事業税チーム

　☎024-935-1251

町 税 等 納 期

※口座振替の方は、納期限前日までに口座残高の確認を

お願いします。

※町県民税と国民健康保険税はコンビニエンスストアで

も納付できます。

　ただし納付書１枚の金額が30万円を超えたり、納期

限後30日を経過した納付書は、コンビニエンススト

アでは使用できません。

※口座振替は、指定の口座から納期限日に自動的に振り

替えて納付できる便利な制度ですので、ぜひご利用く

ださい。なお利用するためには申し込みが必要です。

31㊍
８ 町 県 民 税（２期）

国 民 健 康 保 険 税（２期）
介 護 保 険 料（２期）
後期高齢者医療保険料（１期）

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

納
期
に
つ
い
て

８
月
初
旬
に「
平
成
29
年
度

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
決

定
通
知
書
」お
よ
び「
納
入
通
知

書
」を
発
送
し
ま
し
た
。

平成29年度後期高齢者医療保険料 納期一覧
期別 納期限
1期  ８月31日㊍
2期  10月２日㊊
3期 10月31日㊋
4期 11月30日㊍
5期 12月25日㊊
6期  １月31日㊌
7期  ２月28日㊌

保
険
料
の
納
め
方
は
、
年
金

か
ら
差
し
引
か
れ
る「
特
別
徴

収
」と
納
付
書
で
納
め
る「
普
通

徴
収
」の
２
通
り
が
あ
り
ま
す
。

通
知
書
と
併
せ
て「
納
付
書
」

が
同
封
さ
れ
て
い
た
方
は
、
各

期
別
の
納
期
限
内（
上
表
）に
忘

れ
ず
に
納
付
を
お
願
い
し
ま

す
。

※
年
度
途
中
に
75
歳
と
な
っ
た

方
や
保
険
料
額
が
変
更
と

な
っ
た
場
合
な
ど
は
、
普
通

徴
収
と
特
別
徴
収
の
両
方
に

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
該

当
と
な
る
方
に
は
別
途
通
知

書
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

問
町
民
生
活
課　
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《
財
務
省
福
島
財
務
事
務
所

か
ら
の
お
知
ら
せ
》

多
重
債
務
・
貸
金
業
に
関
す

る
相
談
窓
口
を
開
設
し
て
い

ま
す
！

　

財
務
省
福
島
財
務
事
務
所
で

は
、
返
済
し
き
れ
な
い
ほ
ど
の

借
金
を
抱
え
、
お
悩
み
の
方
々

か
ら
の
相
談
に
応
じ
て
い
ま

す
。
借
金
の
状
況
を
お
聞
き

し
、
必
要
に
応
じ
て
弁
護
士
や

司
法
書
士
な
ど
の
専
門
家
に
引

継
ぎ
を
行
い
ま
す
。
秘
密
厳
守

で
相
談
は
無
料
で
す
の
で
、
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
国
や
県
の
登
録
を
受
け

ず
に
貸
金
業
を
営
む
、
い
わ
ゆ

る「
ヤ
ミ
金
融
」業
者
に
は
十
分

ご
注
意
く
だ
さ
い
。
ご
利
用
さ

れ
て
い
る
貸
金
業
者
の
登
録
状

況
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
や

不
正
に
利
用
さ
れ
て
い
る
預
貯

金
口
座
に
関
す
る
相
談
も
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

◆
相
談
窓
口

　

財
務
省
福
島
財
務
事
務
所　

理
財
課（
福
島
市
松
木
町
13
︲
２
）

◆
受
付
時
間

　

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で

（
祝
日
、
年
末
年
始
除
く
）

午
前
８
時
30
分
か
ら
正
午
ま

で
、
午
後
１
時
か
ら
午
後
４
時

30
分
ま
で（
原
則
と
し
て
）

☎
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４
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（
多
重
債
務
相
談
窓
口
専
用
）
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